石川県コンベンション誘致推進事業補助金関係書類のメールでの提出

令和３年度から標記補助金関係書類について押印が不要となり、メールでの書類提出が可能となりました。
メールでの提出方法は下記のとおりとなりますので、各書類の提出前にご確認ください。


１　提出メールの書き方
　・メールタイトルに次の３点を記載。
1 「石川県コンベンション誘致推進事業補助金」
2 提出書類の種類
3 コンベンションの名称
　 　(例：石川県コンベンション誘致推進事業補助金【要望書】○○○○○学会)
　・本文に提出者様の連絡先を記載。
　・送付先：石川県観光戦略課（i-kankou@pref.ishikawa.lg.jp）


２　要望書、申請書、変更申請書、実績報告書、請求書の提出
　・ファイル名に次の３点を記載。
1 提出書類の種類
2 送付日
3 コンベンションの名称
（例：【要望書】20260930○○○○○学会）
・ファイル形式：PDF


３　各種添付書類の提出
　・添付書類をzipファイルにまとめ、ファイル名に次の３点を記載。
　　※パスワード付でないzipファイルで提出可能です。
1 提出書類の種類
2 送付日
3 コンベンションの名称
　　　（例：【要望書添付書類】20260930○○○○○学会）
　・添付書類のファイル形式：PDF
